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令和８年竹田市農業委員会第５回総会議事録 

 

１．日 時 令和８年５月７日（木） 午後２時００分 ～ 午後３時０１分 

  

２．場 所 竹田市役所 ３階委員会室 

 

３．出席委員 １２名 

１番 山本昭雄 ２番 改木 謙士 ３番 猪 九州男 ４番 首藤 德子 

５番 秦 志喜男 ６番 児玉 淳一 ７番 坂本 大蔵 ８番 上野 一男 

９番 本郷 敦子 １０番 島村 宏司 １１番 工藤 明秀 １２番 後藤 恵美子 

 

４．欠席委員 １名 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長：佐藤哲也 事務局次長：馬場勇二  主幹兼係長：伊藤慎弥 専門員：佐藤俊郎 

  農政課係長：牛尾公一 農政課主査：工藤大夢  

 

６．議事 

議案第２５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に基づく農用地利用集積計画

等促進計画案に対する農業委員会の意見について ２９件 

議案第２６号 農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見について ８件 

議案第２７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促

進計画の要請について（大分県農業農村振興公社から所有権移転） １件 

議案第２８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について ９件 

議案第２９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について １件 

議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ２件 

議案第３１号 非農地証明について ８件 

 

副会長 

あいさつ 

 

局長 

只今の出席委員数は１２人で定足数に達しています。 

（１４時０２分） 

議長 

只今から、令和８年竹田市農業委員会第５回総会を開会いたします。本日の議事日程は、タブレットに配信し

てあります日程表により運営いたしますのでご了承願います。それでは審議にはいります前に議事録署名委員
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の指名を行います。議事録署名委員は１０番 島村宏司委員、１２番 後藤恵美子委員の両名を指名いたしま

す。 

報告事項について、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

報告第１１号について報告します。農地法第１８条第６項の規定による農地の合意解約の通知が３件ありま

したので報告します。続いて報告第１２号について報告をします。農地法第１８条第６項の規定による中間管

理事業にかかる農地の合意解約の通知が２件ありましたので報告します。 

 

議長 

報告事項について質問等ありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

ないようですので、これで報告事項を終了いたします。 

 

議長 

次に議案の上程を行います。 

議案第２５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に基づく農用地利用集積計画

等促進計画案に対する農業委員会の意見について ２９件 

議案第２６号 農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見について ８件 

議案第２７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促

進計画の要請について（大分県農業農村振興公社から所有権移転） １件 

議案第２８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について ９件 

議案第２９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について １件 

議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ２件 

議案第３１号 非農地証明について ８件 

以上５８案件を本日の議案として提案いたします。 

 

議長 

議案第２５号 農用地利用集積等促進計画案に対する農業委員会の意見についてを議題といたします。議案の説

明を事業担当課の農政課に求めます。 

 

農政課 工藤主査 

議案第２５号は農地中間管理事業により土地所有者である貸出人から大分県農業農村振興公社を介し、借り受け

人へ権利の設定を行うものです。 
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貸付調書１ページ、１番の案件は、２人の貸出人から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２ページ、２番の案件は、２人の貸出人から認定農業者である○○○○へ、５年９ヶ月間の賃貸借によ

る権利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書３ページ、３番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の使用貸借による権利の設定です。選定理

由は「当該農地に係る農業を担う者ではないが、市町村が地域計画の達成に資すると認めるもの」です。 

貸付調書４ページ、４番の案件は、○○○○から○○○○へ、８年２ケ月の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書５ページ、６ページ、５番の案件は、○○○○から○○○○へ、８年２ケ間の使用貸借による権利の設

定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書７ページ、６番の案件は、○○○○へ、８年２ケ月間の使用貸借による権利の設定です。選定理由は

「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書８ページ、７番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設

定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書９ページ、８番の案件は、２人の貸出人から認定農業者である○○○○へ、１０年間の賃貸借による権

利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１０ページ、９番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の使用貸借による権利

の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１１ページ、１０番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の使用貸借による権

利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１２ページ、１１番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、１４年間の賃貸借による権

利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１３ページ、１２番の案件は○○○○から認定農業者である○○○○へ、１０年間の使用貸借による権

利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１４ページ、１３番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１５ページ、１４番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の賃貸借による権利

の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１６ページ、１５番の案件は、○○○○から○○○○へ、１０年間の使用貸借による権利の設定です。

選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１７ページ、１６番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者ではないが、市町村が地域計画の達成に資すると認めるもの」です。 

貸付調書１８ページ、１７番の案件は、認定農業者である○○○○へ、５年１１ケ月間の賃貸借による権利の設

定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書１９ページ、１８番の案件は、○○○○へ、５年１０ケ月間の賃貸借による権利の設定です。選定理由
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は「当該農地に係る農業を担う者ではないが、市町村が地域計画の達成に資すると認めるもの」です。 

貸付調書２０ページ、１９番の案件は、○○○○へ、７年８ケ月間の賃貸借による権利の設定です。選定理由は

「当該農地に係る農業を担う者ではないが、市町村が地域計画の達成に資すると認めるもの」です。 

貸付調書２１ページ、２０番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２２ページ、２１番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２３ページ、２２番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２４ページ、２３番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の使用貸借による権利の設定です。選

定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２５ページ、２４番の案件は、○○○○から○○○○へ、５年間の賃貸借による権利の設定です。選定

理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２６ページ、２５番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の賃貸借による権利

の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２７ページ、２６番の案件は、○○○○から○○○○へ、６年間の使用貸借による権利の設定です。選

定理由は「当該農地に係る農業を担う者ではないが、市町村が地域計画の達成に資すると認めるもの」です。 

貸付調書２８ページ、２７番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の賃貸借による権利

の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書２９ページ、２８番の案件は、３人の貸出人から認定農業者である○○○○へ、５年間の賃貸借による

権利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。 

貸付調書３０ページ、２９番の案件は、○○○○から認定農業者である○○○○へ、５年間の使用貸借による権

利の設定です。選定理由は「当該農地に係る農業を担う者である」です。以上です。 

 

議長 

只今、議案第２５号について担当課による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

他にご意見がないようですので質疑を終結いたします。議案第２５号について、これを承認することにご異

議ない方は挙手をお願いいたします。 

 

議長 

全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。よって議案第２５号 農用地利用集積等促進計画案に対

する農業委員会の意見については、これを承認することに決定します。 
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議長 

議案第２６号 農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見についてを議題といたします。１の編

入について、関連する案件でありますので、１番から６番までを一括して議案の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２６号の１の１番から６番までの案件は、基盤整備事業に係る農業振興地域農用地への編入のため一

括して説明します。 

１番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町馬場字茶屋ケ原○○○○1筆 合計面積３，０９７平

方メートル。 

２番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町馬場字茶屋ケ原○○○○外１筆 合計面積３，２８２

平方メートル。 

３番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町馬場字茶屋ケ原○○○○ 面積４７平方メートル。 

４番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町馬場字茶屋ケ原○○○○ 面積２，５０９平方メー 

トル。 

５番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町馬場字茶屋ケ原○○○○ 面積１１５平方メートル。 

６番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町馬場字百刈○○○○ 面積３，９０６平方メートル。 

以上６件を基盤整備事業に取り組むため、今回編入する計画です。 

 

議長 

８番 上野一男委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 上野一男委員 

１番から６番の農地は、農業振興のための基盤として、将来にわたって農地として利用を確保する必要があ

るため、編入に問題はないと考えます。 

 

議長 

 続いて１の７番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２６号の１の７番の案件は、申請者○○○○が申請地 竹田市大字次倉字瀬ノ口○○○○ 田１筆 

面積７４５平方メートルを 中山間地域等直接支払制度に取り組むため今回編入する農地です。 

 

議長 

６番 児玉淳一委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 児玉淳一委員 
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議案第２６号の１の７について報告します。この農地は、農業振興のための基盤として、将来にわたって農

地として利用を確保する必要があるため、編入に問題はないと考えます。 

 

議長 

 続いて２の１番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２６号の２の１番の案件は、申請者○○○○の譲受人が申請地 竹田市直入町大字長湯字筒井

○○○○ 面積２，５６８平方メートルのうち２６２．３平方メートル宅地とする計画の農地です。農振農用

地区域から除外し、その後、転用許可の手続きを予定しています。 

 

議長 

２番 改木謙士委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 改木謙士委員 

この変更は、周辺の農地に影響を及ぼさないことからも原案のとおり除外することに問題はないと考えま

す。 

 

議長 

只今、議案第２６号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

ないようですので質疑を終結いたします。議案第２６号について、これを承認することにご異議ない方は挙

手をお願いいたします。 

 

議長 

全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。よって議案第２６号 農業振興地域整備計画の変更

に係る農業委員会の意見については、これを承認することに決定します。 

 

議長 

ここで休憩いたします。農政課は退席してください。ありがとうございました。 

（１４時２７分） 

 

議長 

続いて、議案第２７号 大分県農業農村振興公社から所有権移転を受ける農用地利用集積計画の要請につい

てを議題といたします。１番の説明を事務局に求めます。 
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事務局 

議案第２７号の１番の案件は、公益社団法人大分県農業農村振興公社 から認定農業者である○○○○へ、

申請地の竹田市荻町恵良原字塔ノ木○○○○ 畑１筆 面積 ４，３３０平方メートルを農地中間管理事業の

推進に関する法律に基づく所有権移転をするものです。譲受人の経営規模は、６１，２７１平方メートルで

す。 

 

議長 

１番 山本昭雄委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 山本昭雄委員 

議案第２７号の１番の調査報告をいたします。譲受人の労力は４人です。農機具はトラクター６台、田植え

機１台、トラック４台、その他機械類４台を所有しており、野菜、畜産中心の農家であり、農地全部の効率的

な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており原案のとおり許可に相当す

ると考えます。 

 

議長 

只今、議案第２７号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

ないようですので質疑を終結いたします。議案第２７号について、これを承認することにご異議ない方は、

挙手をお願いいたします。 

 

議長 

全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。よって、議案第２７号 大分県農業農村振興公社か

らの所有権移転にかかる農用地利用集積計画の要請については、これを承認することに決定します。 

 

議長 

議案第２８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題といたします。１番の説明を事務

局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の１番の案件は、譲渡人○○○○から 譲受人○○○○へ、申請地の竹田市大字君ケ園字下矢
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倉○○○○ 外３筆 田４筆 合計面積１，９８７平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規

模は２３，４４４.９１平方メートルです。 

 

議長 

５番 秦志喜男委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 秦志喜男委員 

議案第２８号の１番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２人です。農機具はトラクター２台、コンバイ

ン１台、田植機１台、耕うん機１台を所有しており、稲作、野菜、花き中心の農家で農地全部の効率的な利用

と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考え

ます。 

 

議長 

続いて２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の２番の案件は、譲渡人○○○○から譲受人○○○○へ、申請地の竹田市大字菅生字木ノ上

○○○○ 畑１筆 面積２，５９８平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は申請地のみ

の２，５９８平方メートルです。なお、当該農地には農業用倉庫が建っていますが２ａ未満の農業用施設の届

け出を提出済みです。 

 

議長 

５番 秦志喜男委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 秦志喜男委員 

議案第２８号の２番の調査報告をいたします。譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター１台、その

他草刈機１台所有しており、野菜中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込

まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よっ

て、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

続いて３番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の３番の案件は、譲渡人○○○○から譲受人○○○○へ、申請地の竹田市荻町政所字前久保

○○○○ 田４筆 畑１筆 合計面積７，９０６平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模
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は２１，７００平方メートルです。 

 

議長 

１番 山本昭雄委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 山本昭雄委員 

議案第２８番の３号の調査報告をいたします。譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター１台、コン

バイン１台、田植機１台所有しており、稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事する

ことが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないと思われ

ます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

続いて４番の説明を事務局に求めます。 

  

事務局 

議案第２８号の４番の案件は、譲渡人○○○○から譲受人○○○○へ、申請地の竹田市荻町恵良原字西原

○○○○ 畑１筆 面積１，９２２平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は３２，９７

９平方メートルです。 

 

議長 

１番 山本昭雄委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 山本昭雄委員 

議案第２８号の４番の調査報告をいたします。譲受人の労力は３人です。農機具は、トラクター４台、田植

機１台所有しており、稲作、畜産中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込

まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よっ

て、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

続いて５番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の５番の案件は、譲渡人○○○○から譲受人○○○○へ、申請地の竹田市荻町大平字大平

○○○○ 外４筆 畑５筆 合計面積２２，６０２平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規

模は１９４，６３４平方メートルです。 

 

議長 
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８番 上野一男委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 上野一男委員 

議案第２８号の５番の調査報告をいたします。譲受人の労力は４２人です。農機具は、トラクター５台、耕

うん機１台、田植機２台、コンバイン２台所有しており、野菜中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作

業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は

生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えま

す。 

 

議長 

続いて６番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の６番の案件は、譲渡人○○○○から 譲受人○○○○へ、申請地の竹田市久住町大字久住字

長小野○○○○ 外２筆 田２筆 畑１筆 面積４，６４４平方メートルを所有権移転するものです。譲受人

の経営規模は３０，３５９平方メートルです。 

 

議長 

３番 猪九州男委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 猪九州男委員 

議案第２８号の６番の調査報告をいたします。譲受人の労力は３人です。農機具は、トラクター３台所有し

ており、畜産経営中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。ま

た、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要

件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

続いて７番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の７番の案件は、譲渡人○○○○から 譲受人○○○○へ、申請地の竹田市久住町大字久住字

上才尾○○○○ 田１筆 面積２，０６２平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は５，

９０７平方メートルです。 

 

議長 

３番 猪九州男委員に調査報告をお願いします。 
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３番 猪九州男委員 

議案第２８号の７番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター１台所有し

ており、稲作中心の自営業兼農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。

また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可

要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

続いて８番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の８番の案件は、譲渡人○○○○から 譲受人○○○○へ、申請地の竹田市久住町大字栢木字

古市○○○○ 外３筆 田４筆 面積２，５８３平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模

は５２，３４６平方メートルです。 

 

議長 

２番 改木謙士委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 改木謙士委員 

議案第２８号の８番の調査報告をいたします。譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター１台、コン

バイン１台所有しており、稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込ま

れます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よっ

て、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

続いて９番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２８号の９番の案件は、譲渡人○○○○から 譲受人○○○○へ、申請地の竹田市久住町大字栢木字

古市○○○○ 田１筆 面積２，１６０平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は５２，

３４６平方メートルです。 

 

議長 

２番 改木謙士委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 改木謙士委員 

議案第２８号の９番の調査報告をいたします。譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター１台、コン

バイン１台所有しており、稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込ま
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れます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よっ

て、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

只今、議案第２８号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

ないようですので質疑を終結いたします。議案第２８号について、これを許可することにご異議ない方は挙

手をお願いします。 

 

議長 

全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。よって、議案第２８号 農地法第３条第１項の規定

による許可申請については、これを許可することに決定します。 

 

議長 

続いて議案第２９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを議題といたします。１番の説明

を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第２９号１番の案件は、申請地 竹田市久住町大字白丹字椿山○○○○ 面積２，２８９平方メートル

の畑です。この申請地は農用地区域外の第２種農地です。転用目的は植林用地です。申請者は当該地の獣害が

ひどく農地としての管理が難しくなり、また、転用許可が必要だということを知らずに、令和７年３月に植林

を行いました。始末書が添付されています。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供

することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられます。 

           

議長 

３番 猪九州男委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 猪九州男委員 

議案第２９号１番の調査報告をいたします。現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれは

ありません。申請者は、転用許可が必要だということを知らずに植林をしてしまい、悪意はなく反省している

ことから、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

只今、議案第２９号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 
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議長 

 ないようですので質疑を終結いたします。議案第２９号について、許可することにご異議ない方は、挙手を

お願いします。 

 

議長 

全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。よって、議案第２９号 農地法第４条第１項の規定

による許可申請については、これを許可することに決定します。 

 

議長 

続いて議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを議題といたします。１番の説明

を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第３０号の１番の案件は、申請地 竹田市大字飛田川字瀬口○○○○ 外１筆 田２筆 合計面積８０

７平方メートルです。この申請地は第２種農地です。申請地は譲受人が駐車場用地として管理する計画です。

転用行為は令和８年６月１日から令和８年１２月３１日までを予定しています。転用許可基準は、「申請に係

る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場

合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

６番 児玉淳一委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 児玉淳一委員 

議案第３０号１番の調査報告をいたします。現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれが

なく、計画を実施できることが確実と認められるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

 続いて２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

議案第３０号２番の案件は、申請地 竹田市久住町大字久住字上才尾○○○○ 外２筆 田２筆、畑１筆 

合計面積１，３８５平方メートルです。この申請地は第２種農地です。申請地は譲受人が資材置場用地として

管理する計画です。排水は自然浸透する計画で、転用行為は令和８年６月１日から令和８年１１月３０日まで

を予定しています。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請

に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられます。 
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議長 

３番 猪九州男委員に調査報告をお願いします。 

 

委員 

議案第３０号２番の調査報告をいたします。現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれが

なく、計画を実施できることが確実と認められるため、原案のとおり許可に相当すると考えます 

 

議長 

只今、議案第３０号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

ないようですので質疑を終結いたします。議案第３０号について、許可することにご異議ない方は、挙手を

お願いします。 

 

議長 

全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。よって、議案第３０号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請については、これを許可することに決定します。 

 

議長 

続いて議案第３１号 非農地証明について、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない旨の証明願が

提出されましたので、証明書を発行してよいか意見を求めます。 

 

議長 

１番の案件について、事務局に説明求めます。 

 

事務局 

議案第３１号１番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市大字植木字田平○○○○ 外５筆 登記地

目 田５筆 畑１筆 合計面積１，６６０平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、５０数年前

は亡き父が耕作していましたが、林野を抱え日当たりが悪く昭和５０年頃から農地として管理できなくなり、

現況は山林原野となっています。 

 

議長 

６番 児玉淳一委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 児玉淳一委員 

１番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現況は山林原野になっています。現状からみて、農地
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への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

続いて２番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

議案第３１号２番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市大字神原字上大平○○○○ 登記地目 畑

１筆 面積９９１平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、遠隔地のため耕作放棄地となり、昭

和５０年頃に杉を２００本植林し山林として管理しています。 

 

議長 

６番 児玉淳一委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 児玉淳一委員 

議案第３１号２番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は山林になっています。現状から

みて、農地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

続いて３番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

議案第３１号３番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市大字市用字市用津留○○○○ 外１筆、登

記地目 畑２筆 面積１４７平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、宅地に接した狭小の畑で

したが、農地としての管理ができなくなり平成元年頃から椿やつつじなど低木を植え管理してきました。現況

は宅地の一部となっています。 

 

議長 

３番 猪九州男委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 猪九州男委員 

３番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は宅地の一部になっています。現状からみて、

農地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

続いて４番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 
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議案第３１号４番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市大字志土知字草ケ代○○○○ 外３筆、登

記地目 田１筆 畑３筆 面積４０２平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、平成１７年頃か

ら耕作放棄となり全域にわたって雑木や竹が成育しており現況は山林原野となっています。 

 

議長 

３番 猪九州男委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 猪九州男委員 

４番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は山林原野になっています。現状からみて、農

地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

 続いて５番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

議案第３１号５番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町桑木字下後迫○○○○ 登記地目 田

１筆 面積３，１９０平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、昭和６０年頃に水路のトンネル

が詰まり水が来なくなったため、農地としての管理ができなくなり、現況は原野となっています。 

 

議長 

８番 上野一男委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 上野一男委員 

５番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は原野になっています。現状からみて、農地へ

の復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

続いて６番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

議案第３１号６番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市荻町新藤字中園○○○○ 登記地目 畑１

筆 面積４，６４７平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、平成7年に親族から譲り受け同時

期にＵターンしてきたが、居住地から遠く農地としての管理ができないまま高齢になり、令和２年に横浜の子

どものところに転居しました。現況は原野となっています。 

 

議長 

 ８番 上野一男委員に調査報告をお願いします。 
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８番 上野一男委員 

６番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は原野になっています。現状からみて、農地へ

の復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

続いて７番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

議案第３１号７番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市久住町大字栢木字久保○○○○ 登記地目 

畑１筆 面積８９６平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、亡き父が管理していましたが、平

成２５年に相続した時には、平成１０年頃からすでに浄化槽や取り付け道路があり、現況は宅地となっていま

す。 

 

議長 

２番 改木謙士委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 改木謙士委員 

７番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は宅地になっています。現状からみて、農地へ

の復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

続いて８番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

議案第３１号８番の案件は、申請者○○○○が、申請地 竹田市直入町大字長湯字桑畑○○○○ 登記地目 

畑１筆 面積６６８平方メートルの非農地申請をしたものです。申請地は、獣害がひどく平成８年ごろから農

地としての管理ができなくなり、現況は原野となっています。 

 

議長 

２番 改木謙士委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 改木謙士委員 

８番の案件の調査報告をいたします。現地確認の結果、現況は原野になっています。現状からみて、農地へ

の復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 
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只今、議案第３１号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

ないようですので質疑を終結いたします。議案第３１号について、非農地証明書を発行することにご異議な

い方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。よって、議案第３１号 非農地証明については、こ

れを承認することに決定します。 

 

 

議長 

これで、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。以上をもちまして令和８年竹田市農業

委員会 第５回総会を閉会いたします。ご協力誠にありがとうございました。      

（１５時０１分） 

 


